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令和７年度厚生労働科学研究費補助金 

(障害者政策総合研究事業) 

 

強度行動障害を有する知的障害・発達障害に関わる医療従事者向け 

研修プログラム開発に向けた研究（24GC1007） 

分担研究報告書 

 

分担研究課題名：歯科診療における支援ニードと合理的配慮（基礎編）についての 

研修プログラム修正・理解度テスト作成・専門用語集用注釈作成 

 

分担研究者：熊澤 海道 （国立障害者リハビリテーションセンター 歯科） 

     

Ａ．研究目的 

 令和 6年度で作成した研修プログラム（案）に基

づく研修を実施し、講師の意見、各領域の専門家、

当事者家族からの意見を踏まえて研修プログラム

（案）を修正する。 

 

Ｂ．研究方法 

・令和 7年度 研修プログラム（案）に基づく研修

実施 

<基礎編前半～外来診療が適切にできる～：250分> 

動画視聴 

<基礎編前半～90 日間までの標準的な入院治療がで

きる～：320分> 

動画視聴＋オンライン研修 

<応用編～90 日間までの標準的な入院治療ができる

～：660分> 

動画視聴＋対面研修（肥前精神医療センター） 

各々、受講前後に理解度テストを行った。 

なお、本研修プログラムでは、実際に患者様に対し

てプレパレーションを行っている写真や動画を使

用して説明を行っている。 

倫理面への配慮として、症例については、ご家族

に書面で同意を得た上で氏名、生年月日等の個人情

報は削除し、本研修を通じて個人が特定される可能

性がないように配慮を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

１．受講者数 

<基礎編前半～外来診療が適切にできる～：250分> 

動画視聴 

受講：156名 

<基礎編前半～90 日間までの標準的な入院治療がで

研究要旨 

地域生活を送る強度行動障害を有する知的障害・発達障害児者は増加しているが、行動上の

課題やコミュニケーションの困難さのために、歯科治療を含む一般身体医療をスムーズに受

けられない現状がある。そのため、精神科的治療および歯科治療を含む一般身体医療を提供す

る医療従事者に対して、強度行動障害の特性を踏まえた理解を深めるとともに、地域の実情に

即した医療と福祉の連携構築を促進する必要がある。 

令和 6年度で作成した研修プログラム（案）に基づく研修を実施し、講師の意見、各領域の

専門家、当事者家族からのフィードバックを行った。その結果、研修プログラムに関しての意

見が抽出されたため、研修プログラムの修正を行った。また、研修の受講前後に行われる「理

解度テスト」、専門用語集用注釈の作成を行った。 
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きる～：320分> 

動画視聴＋オンライン研修 

受講：65名 

<応用編～90 日間までの標準的な入院治療ができる

～：660分> 

動画視聴＋対面研修（肥前精神医療センター） 

受講：25名 

 

２．事前事後理解度テストの作成 

研修実施に際し、研修プログラムの内容について事

前事後理解度テスト（3問）の作成を行った。 

【設問 1】 

① 歯科診療特別対応加算１は、新感染症の患者に

対する対応策を実施した上で歯科診療を行った

場合に加算される。 

② 歯科診療特別対応加算 2 は、著しく歯科診療が

困難な者に対して歯科治療環境に円滑に対応で

きるような技法を用いて歯科診療を行った場合

に加算される。 

③ 歯科診療特別対応加算３は、著しく歯科診療が

困難な者に対して歯科診療を行った場合に加算

される。 

正解：② 

 

【設問 2】 

① 不安軽減法には、タイムアウトが含まれる。 

② 不安軽減法には、シェイピングが含まれる。 

③ 行動形成法には、トークンエコノミーが含まれ

る。 

④ 行動形成法には、フラッディングが含まれる。 

正解：③ 

 

【設問 3】 

① TSD 法は、日常的に見慣れている歯ブラシを使

用して不安等を和らげる方法である。 

② BIM アプローチは、これから行うことを順番に

説明していく方法である。 

③ プレパレーションは、1 回につき複数のものを

行うと効果的である。 

④ プレパレーションが進まない場合は、方法の再

検討も必要である。 

正解：④ 

 

３．研修プログラム（案）の修正 

講師の意見、各領域の専門家、当事者家族からの意

見を踏まえての研修プログラムの修正を行った。 

① スライド１：表紙の変更（すべてのプログラム

で統一） 

②スライド 19：内容修正 

「・人をたたいてしまう 

⇒（なんなら）1 回殴られてみるとその人のことが

わかるかもしれない」 

から、 

「・人をたたいてしまう 

⇒「たたく」という行動のきっかけ（刺激）となる

「物」や医療側の「接し方」等の情報を医療面接か

ら聴取し、事前に対応を検討する」 

へ修正。 

 

４．専門用語集用注釈の作成 

専門用語集用の注釈（１～３）を作成した。 

【注釈１】 

「歯科診療特別対応加算」 

歯科診療特別対応加算１：著しく歯科診療が困難な

者に対して歯科診療を行った場合に初・再診料に加

算する。 

歯科診療特別対応加算２：著しく歯科診療が困難な

者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑に適応

できるような技法を用いて歯科診療を行った場合

または個室もしくは陰圧室において診療を行う必

要性が特に高い患者に対して個室もしくは陰圧室

において歯科診療を行った場合に初・再診料に加算

する。 

歯科診療特別対応加算３：感染症法第６条第７項に

規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症または同条第９項に規定す

る新感染症の患者に対して感染対策を実施した上

で歯科診療を行った場合に初・再診料に加算する。 

 

【注釈２】 
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「プレパレーション」 

治療や検査を受ける 子どもに対し，認知発達に応

じた方法で病気， 入院，手術検査その他の処置につ

いて説明を 行い，子どもや親の対処能力（頑張ろう

とする 意欲）を引き出すような環境および機会を

与え ること。 

 

【注釈３】 

「Tell-Show-Do法（TSD法）」 

これから行うことを理解しやすいように話し

（Tell）、使用する器具や使用方法を見せ（Show）、

実際に行う（Do）という方法であり、この順序は必

ず守る。TSD法は、意思疎通が十分でない場合でも、

いつでも何度でも使用することにより、脱感作につ

ながるため、歯科領域で応用されている方法。 

 

Ｄ．考察 

 研修プログラム「歯科診療における支援ニードと

合理的配慮（基礎編）」にて大幅な修正はなかったも

のの、講義内容の中で対象者への合理的配慮につい

て不適当な表現を用いていたため修正を行った。 

 今回の修正により、さらに歯科治療を含む一般身

体医療をスムーズに受けることが可能になる体制

作りへと繋がっていくことを期待すると同時に今

後もさらに意見を取り入れ、修正を続けていく必要

があると考える。 

 

Ｅ．結論 

令和 6年度で作成した研修プログラム（案）に基

づく研修を実施し、講師の意見、各領域の専門家、

当事者家族からの意見を抽出、研修プログラムの修

正を行った。また、研修の受講前後に行われる「理

解度テスト」と専門用語集用注釈の作成を行った。 

 

Ｇ．研究発表 

 １．論文発表：なし 

 ２．学会発表：なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 １．特許取得：なし 

 ２．実用新案登録：なし 

 ３．その他：なし 
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